
 922 353  58 468  863 885  836 412   207 

 894 813  50 145  844 668  826 650   206 
(別一 1等)  30 785  2 866  27 919  27 781 - 
(別一 17等)  15 318  1 957  13 361  13 251   4 
(別一 36等)  4 663   566  4 097  4 069   1 
(別一 3等)  13 358  1 080  12 278  6 121   1 

う ち 成 年 後 見 人 の 選 任 (別一 3)  7 094   437  6 657 … … 
う ち 成 年 後 見 監 督 人 の 選 任 (別一 6)  1 956   62  1 894 … … 
う ち 保 佐 人 の 選 任 (別一 22)   861   95   766 … … 
う ち 保 佐 監 督 人 の 選 任 (別一 26)   638   57   581 … … 
う ち 補 助 人 の 選 任 (別一 41)   250   22   228 … … 
う ち 補 助 監 督 人 の 選 任 (別一 45)   139   12   127 … … 
う ち 未 成 年 後 見 人 の 選 任 (別一 71)  2 297   386  1 911 … … 
う ち 未 成 年 後 見 監 督 人 の 選 任 (別一 74)   123   9   114 … … 

(別一 70)   9   2   7   7 - 
(別一 4等)  9 648   513  9 135  9 034   8 
(別一 5等)   704   133   571   569 - 

う ち 職 権 に よ る も の 2)   318   59   259 … … 
(別一 9等)   194   7   187   186 - 
(別一 10等)  7 534   143  7 391   450 - 
(別一 11等)  7 927   168  7 759  7 707   8 
(別一 12等)  9 939   758  9 181  9 141   1 
(別一 12の2)  1 453   35  1 418  1 408 - 
(別一 12の2)   21 -   21   20 - 

う ち 職 権 に よ る も の   2 -   2 … … 
(別一 13等)  142 150  4 428  137 722  136 669   113 
(別一 14等)  168 897  15 643  153 254  152 940   2 

う ち 職 権 に よ る も の 2)  168 512  15 588  152 924 - - 
(別一 15等)   8 -   8   8 - 
(別一 16等)   65   2   63   62 - 
(別一 16の2)  1 876   19  1 857  1 844   1 
(別一 25等)   134   7   127   126   1 
(別一 55)  8 925   829  8 096  7 731   2 
(別一 56等)  3 713  1 248  2 465  2 424 - 

(別一 58) - - - - - 
(別一 59)   1 -   1   1 - 
(別一 60)  159 458  1 185  158 273  158 137   41 
(別一 61)  1 193   286   907   903 - 
(別一 62)  2 407   137  2 270  2 265 - 
(別一 63等)  1 065   345   720   714 - 

う ち 離 縁 に 関 す る 処 分 (別一 64)   1 -   1 … … 
(別一 67等)   485   112   373   364 - 

う ち 親 権 喪 失 の 審 判 (別一 67)   170   52   118 … … 
う ち 親 権 停 止 の 審 判 (別一 67)   308   58   250 … … 
う ち 管 理 権 喪 失 の 審 判 (別一 67)   5   1   4 … … 

(別一 69)   25   13   12   12 - 
(別一 84等)   56   6   50   49 - 
(別一 86等)   328   100   228   222 - 
(別一 88)   1 -   1   1 - 

新

１） うち参与員の関与した既済件数36,839件

２） 「認容」については，裁判官の「調査終了」又は「処分行為完了」の旨の認定により事件が終結したものを，「取下げ」については，裁判官の「解任しない」又は「処

　 分しない」旨の認定により事件が終結したものをそれぞれ計上している。
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数

旧

受

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理
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数

申

立

て

書

面

に

よ

る

申

立

て

準

口

頭

に

よ

る

成 年 被 後 見 人 死 亡 後 の 事 務

臨 時 保 佐 人 等 の 選 任 （ 利 益 相 反 行 為 ）

後 見 人 等 の 辞 任

後 見 人 等 の 解 任

後 見 人 の 財 産 目 録 の 作 成 の 期 間 の 伸 長

後 見 人 等 の 権 限 行 使 に つ い て の 定 め 及 び そ の 取 消 し

居 住 用 不 動 産 の 処 分 に つ い て の 許 可

特 別 代 理 人 の 選 任 （ 利 益 相 反 行 為 ）

事　　　                    　　　　　　　件　

別 表 第 一 審 判 事 件 総 数

後 見 開 始 の 審 判 及 び そ の 取 消 し

保 佐 開 始 の 審 判 ・ 取 消 し な ど

補 助 開 始 の 審 判 ・ 取 消 し な ど

後 見 人 等 の 選 任

郵 便 物 等 の 配 達 の 嘱 託

郵 便 物 等 の 配 達 の 嘱 託 取 消 等

後 見 人 等 に 対 す る 報 酬 の 付 与

後 見 等 監 督 処 分

第 三 者 が 子 等 に 与 え た 財 産 の 管 理 者 選 任 等

後 見 終 了 に 伴 う 管 理 計 算 の 期 間 の 伸 長

離 縁 後 の 未 成 年 後 見 人 の 選 任

総　　　　　　　　　  　     　　　　　　　　　　　数

扶 養 義 務 の 設 定 及 び そ の 取 消 し

推 定 相 続 人 の 廃 除 及 び そ の 取 消 し

推 定 相 続 人 廃 除 等 に 伴 う 遺 産 の 管 理 に 関 す る 処 分

子 の 氏 の 変 更 に つ い て の 許 可

養 子 を す る に つ い て の 許 可

離 縁 を す る に つ い て の 許 可

特 別 養 子 縁 組 の 成 立 及 び そ の 離 縁 に 関 す る 処 分

親権喪失，親権停止又は管理権喪失の審判及びその取消し

親 権 ・ 管 理 権 の 辞 任 ・ 回 復

不 在 者 の 財 産 の 管 理 に 関 す る 処 分

失 踪 の 宣 告 及 び そ の 取 消 し

夫 婦 の 財 産 管 理 者 変 更 ・ 共 有 財 産 の 分 割

特 別 代 理 人 の 選 任 （ 嫡 出 否 認 ）

第３表　家事審判事件の受理，既済，未済
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 9 008  18 258  867 602  837 897  4 652  16 425  8 628  54 751 

…  17 812  848 357  828 360  2 514  13 217  4 266  46 456 
…   138  27 799  26 571   101   497   630  2 986 
…   106  13 170  11 813   96  1 019   242  2 148 
…   27  4 065  3 667   42   294   62   598 
…  6 156  12 360  11 763   60   311   226   998 
… …  6 689  6 485   32   82   90   405 
… …  1 916  1 869   10   15   22   40 
… …   757   678   7   37   35   104 
… …   597   556   4   10   27   41 
… …   224   196   1   9   18   26 
… …   131   118 -   4   9   8 
… …  1 934  1 749   6   154   25   363 
… …   112   112 - - -   11 
… -   7   7 - - -   2 
…   93  9 173  8 919   8   132   114   475 
…   2   564   187   184   134   59   140 
… …   257   172 …   49   36   61 
…   1   192   186 -   5   1   2 
…  6 941  7 405  7 116 -   9   280   129 
…   44  7 744  7 386   5   327   26   183 
…   39  9 247  8 823   13   376   35   692 
…   10  1 420  1 217   4   195   4   33 
…   1   21   18 -   3 - - 
… …   2   2 … - - - 
…   940  138 343  137 961   140   192   50  3 807 
…   312  155 835  155 216   5   19   595  13 062 
… …  155 493  154 882 -   19   592  13 019 
… -   8   8 - - - - 
…   1   64   62 -   1   1   1 
…   12  1 856  1 751   2   101   2   20 
… -   118   114 -   4 -   16 
…   363  8 109  7 021   28   735   325   816 
…   41  2 426  1 944   20   403   59  1 287 

… - - - - - - - 
… -   1   1 - - - - 
…   95  158 377  157 949   56   265   107  1 081 
…   4   921   625   31   255   10   272 
…   5  2 264  2 169   8   80   7   143 
…   6   714   616   22   69   7   351 
… …   1 -   1 - - - 
…   9   353   95   57   189   12   132 
… …   119   28   24   63   4   51 
… …   233   67   32   126   8   75 
… … - - - - -   5 
… -   22   15 -   7 -   3 
…   1   53   38   4   8   3   3 
…   6   208   43   92   66   7   120 
… -   1   1 - - - - 

未

済

受 総

数

認

容

却

下

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理 既　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　済

取

下

げ

そ

の

他

そ

の

他

属

し

た

も

の

調

停

か

ら

係

手続別事件別件数―全家庭裁判所

1）
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(別一 89)  7 557   377  7 180  7 139 - 

(別一 90)   536   37   499   497 - 
(別一 91)   88   10   78   78 - 
(別一 92)   795   73   722   717 - 
(別一 93等)   63   8   55   55 - 

(別一 95)  217 287  11 378  205 909  205 005   6 
(別一 96)   3   1   2   2 - 
(別一 97)   2   1   1   1 - 
(別一 99)  22 416  1 286  21 130  20 894   3 
(別一 101)  1 696   600  1 096  1 093 - 
(別一 102)   140   13   127   125 - 
(別一 103)  18 914  1 520  17 394  17 356   2 
(別一 104)  2 719   159  2 560  2 554 - 
(別一 105)   569   29   540   539 - 
(別一 106等)   210   36   174   171 - 
(別一 108)   6   2   4   4 - 
(別一 110)  1 102   87  1 015  1 008 - 
(別一 111等)  4 642   309  4 333  3 165   1 

う ち 任 意 後 見 監 督 人 の 選 任 (別一 111等)   965   129   836 … … 
う ち 任 意 後 見 監 督 処 分 (別一 115)  1 256   92  1 164 … … 
う ち 任 意 後 見 監 督 人 の 辞 任 (別一 116)   24   1   23 … … 
う ち 任 意 後 見 人 等 の 解 任 (別一 117等)   17   3   14 … … 
う ち 任 意 後 見 監 督 人 に 対 す る 報 酬 の 付 与 (別一 119)  2 354   77  2 277 … … 

(別一 122)  13 963   731  13 232  13 205   7 
(別一 122)  6 781   487  6 294  6 269   3 
(別一 123)   226   45   181   180 - 
(別一 124)   981   126   855   849   1 
(別一 125)   25   11   14   14 - 
(別一 126)   991   67   924   922 - 
(別一 127)   391   103   288   286 - 
(別一 128)   178   45   133   133 - 
(別一 129) - - - - - 

  136   8   128   126 - 

(別一 131等) - - - - - 
(別一 133)   16   1   15   15 - 
(別一 134)   40   7   33   32 - 

 27 540  8 323  19 217  9 762   1 
(別二 1)   70   18   52   17 - 
(別二 2)  4 167   960  3 207   573 - 
(別二 3)  13 249  4 021  9 228  4 925 - 

う ち 監 護 者 の 指 定  3 500  1 179  2 321 … … 
う ち 養 育 費 請 求  3 780   881  2 899 … … 
う ち 面 会 交 流  2 875   992  1 883 … … 
う ち 子 の 引 渡 し  3 013   945  2 068 … … 

(別二 4)   686   305   381   148 - 
(別二 5等)   142   50   92   48 - 
(別二 7)   5 -   5   5 - 
(別二 8)  2 460   604  1 856  1 335   1 
(別二 9等)   207   66   141   44 - 
(別二 12等)  3 475  1 502  1 973   693 - 
(別二 14)   956   478   478   309 - 
(別二 15)  2 123   319  1 804  1 665 - 
(別二 16) - - - - - 
(家審法乙9) - - - … … 

(別一 130)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理

事　　　                    　　　　　　　件　

新総

数

旧

受

総

数

申

立

て

書

面

に
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準

口
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よ
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相 続 の 限 定 承 認 の 申 述 受 理

鑑 定 人 の 選 任

相 続 の 承 認 又 は 放 棄 の 期 間 の 伸 長

相 続 財 産 の 保 存 又 は 管 理 に 関 す る 処 分

相 続 の 限 定 承 認 又 は 放 棄 の 取 消 し

戸 籍 の 訂 正 に つ い て の 許 可

戸 籍 事 件 に つ い て の 処 分 に 対 す る 不 服

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の事件

児 童 福 祉 法 28 条 １ 項 の 事 件

児 童 福 祉 法 28 条 ２ 項 の 事 件

生 活 保 護 法 30 条 ３ 項 の 事 件

遺 言 の 取 消 し

遺 留 分 の 放 棄 に つ い て の 許 可

請 求 す べ き 按 分 割 合 に 関 す る 処 分

生 活 保 護 法 77 条 ２ 項 の 事 件

婚 姻 費 用 の 分 担

子 の 監 護 者 の 指 定 そ の 他 の 処 分

財 産 の 分 与 に 関 す る 処 分

祭 祀 の 承 継 者 の 指 定

離 縁 後 の 親 権 者 の 指 定

推 定 相 続 人 の 廃 除 及 び そ の 取 消 し

親 権 者 の 指 定 又 は 変 更

扶 養 に 関 す る 処 分

遺 産 の 分 割 に 関 す る 処 分 な ど

寄 与 分 を 定 め る 処 分

心 神 喪 失 等 の 状 態 で 重 大 な 他 害 行 為 を 行 っ た 者 の
医 療 及 び 観 察 等 に 関 す る 法 律 23 条 の ２ 第 ２ 項 の 事 件

破 産 法 61 条 の 事 件

破 産 法 238 条 の 事 件

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律８条１項の事件

別 表 第 二 審 判 事 件 総 数

夫 婦 の 同 居 ・ 協 力 扶 助

第３表　家事審判事件の受理，既済，未済

任 意 後 見 契 約 に 関 す る 法 律 関 係

戸 籍 法 に よ る 氏 の 変 更 に つ い て の 許 可

戸 籍 法 に よ る 名 の 変 更 に つ い て の 許 可

就 籍 に つ い て の 許 可

特 別 縁 故 者 へ の 相 続 財 産 の 分 与

遺 言 の 確 認

遺 言 書 の 検 認

遺 言 執 行 者 の 選 任

遺 言 執 行 者 に 対 す る 報 酬 の 付 与

遺 言 執 行 者 の 解 任 及 び 辞 任

相 続 の 放 棄 の 申 述 の 受 理

相 続 財 産 の 分 離 に 関 す る 処 分

相 続 財 産 管 理 に 関 す る 処 分 （ 財 産 分 離 ）

相 続 財 産 管 理 人 選 任 等 （ 相 続 人 不 分 明 ）
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…   41  7 166  6 792   26   296   52   391 

…   2   508   460   6   40   2   28 
… -   78   38   16   24 -   10 
…   5   743   713   2   23   5   52 
… -   57   56 -   1 -   6 

…   898  206 304  201 328   501  3 463  1 012  10 983 
… -   2   1   1 - -   1 
… -   1   1 - - -   1 
…   233  21 231  20 424   6   677   124  1 185 
…   3  1 128   977   86   63   2   568 
…   2   122   108   1   12   1   18 
…   36  17 481  17 315   4   111   51  1 433 
…   6  2 533  2 438   7   82   6   186 
…   1   537   530   1   4   2   32 
…   3   174   99   16   54   5   36 
… -   3 -   2   1 -   3 
…   7   999   931   17   41   10   103 
…  1 167  4 338  4 172   25   77   64   304 
… …   827   686   21   67   53   138 
… …  1 167  1 163 - -   4   89 
… …   21   19 -   2 -   3 
… …   12   4   3   3   2   5 
… …  2 291  2 288 -   3 -   63 
…   20  13 260  11 917   314  1 004   25   703 
…   22  6 331  4 561   421  1 324   25   450 
…   1   172   87   15   67   3   54 
…   5   807   677   40   84   6   174 
… -   18   4   10   4 -   7 
…   2   916   903   2   9   2   75 
…   2   277   207   16   52   2   114 
… -   148   145 -   3 -   30 
… - - - - - - - 
…   2   130   122   1   5   2   6 

… - - - - - - - 
… -   16   16 - - - - 
…   1   37   36 - -   1   3 

 9 008   446  19 245  9 537  2 138  3 208  4 362  8 295 
  35 -   44   1   25   16   2   26 

 2 612   22  3 272  2 217   165   291   599   895 
 4 035   268  9 086  3 462  1 336  2 190  2 098  4 163 

… …  2 313   609   349   831   524  1 187 
… …  2 954  1 720   324   236   674   826 
… …  1 789   840   159   251   539  1 086 
… …  1 985   285   491   863   346  1 028 

  225   8   412   165   56   56   135   274 
  42   2   93   54   6   18   15   49 

- -   2   2 - - -   3 
  493   27  1 889   967   278   311   333   571 
  95   2   135   50   37   23   25   72 

 1 184   96  1 964   879   30   185   870  1 511 

  151   18   521   106   202   57   156   435 
  136   3  1 827  1 634   3   61   129   296 

- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
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手続別事件別件数―全家庭裁判所（続き）
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